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1 督促状や催告書を送付
納期限を過ぎると督促状を送付し、延滞金など
を徴収する場合があります。督促状を送付して
も納付がない場合には催告書を送付します。

納期限までに納めていない方には地
方税法の規定に基づき納期限から
20日以内に督促状を送付します。

督促状を送付しても納付がない方に
は納付を促すために催告書を送付。
電話や自宅への訪問も強化します。

督促や催告を行っても納付に応じていただけな
い場合は、金融機関や勤務先など滞納者の財産
を有する第３者等に対して財産調査を行いま
す。財産調査は国税徴収法の規定により「滞納
者の了承を得ることなく」行うことができます。

自主的な納付に応じていただけない場合や、
財産調査により一定の財産を発見した場合は
滞納者の財産を差押えます。給与の場合は勤
務先へ、預貯金の場合は金融機関へ差押通知
書を送付。車両の場合はタイヤに車輪止めと
財産公示書を装着してその使用を制限します。

滞納期間に応じて次のような措置をとります

12 月は国民健康保険制度を支えるための貴重な財源である
国保税の納付を推進する「県下一斉国民健康保険税滞納整理月間」です。
錦江町の医療費は年々増え続け、国保税の滞納は制度運用に支障をきたすことになります。
納期内に納付している方との公平性も保てなくなりますので、必ず納期限内に納めてください。

やむを得ない事情により納付が困難な場合
は、その事情に応じて分割による

納付もできます。場合
によっては猶予措置
も受けられますの
で、納付しないま
ま放置せずお早め
にご相談ください。

納付が困難な場合は放置せず早めの相談を

問住民税務課☎ 22-3037/ 問住民生活課☎ 25-2511

12月は県下一斉国民健康保険税

滞納整理月間

差押え対象 対象者数 差押え額
預　貯　金 ３人 258,298 円
給　　　　与 ５人 683,200 円
出 資 金 ２人 14,800 円
生 命 保 険 １人 81,670 円
合　計 11人 1,037,968 円

令和４年度の町税差押え実績【令和４年 10 月現在】

12 月は催告や徴収を強化
未納者や滞納者に対して税務職員が電話
による催告や自宅への徴収を強化します
ので、納付へのご協力をお願いします。
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2 第３者に対して財産調査

3 給与や預貯金などの差押え

滞納が続く場合は財産調査や差押えの手続きに

保険税を滞納すると有効期間の短い短期被保険者
証が交付される場合があります。さらに滞納が続く
と保険証の代わりに資格証明書が交付され、病院
受診時に医療費をいったん全額自己負担すること
になります。高額療養費の限度額認定が受けられ
なくなる場合もありますので納付をお願いします。

 　　 国保税の滞納が続くと…滞納滞納
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◉今後も納税に応じていただけない場合は差押えを
　行っていきます。


